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Ⅰ 森林の整備に関する基本的な事項

《自然の恵みを享受できる持続可能な森林の育成管理を目指して》

１．計画の対象とする森林

この計画は、森林法第 10条の５に基づいて魚沼市長が立てる森林の整備と保全に関する計画で、

市内の民有林を対象とする。

２．魚沼市の森林整備の現状と課題

当市は、土地利用から見ると森林面積は 82,820ha で土地面積の 87.5％と極めて高いが、その大

部分を落葉広葉樹林が占めており、民有林の人工林が占める割合は 6.4％程度と低い値となってい

る。その大きな理由としては、急傾斜地が多い上に冬期の重く湿った雪による積雪被害が大きいた

め、品質、成長量、生産性などの低さが起因していると考えられる。

この森林のうち民有林は 51,949ha で、森林面積の 62.7％を占めている。民有林のうち人工林の

面積は 5,347ha で、人工林率は 10.3％である。また森林所有者の大部分は５ha 未満の小規模所有

者である。

天然林の割合が多いとともに、天然林、人工林ともに９齢級（45 年生）以上の比較的高齢の林

分が多くを占める。天然林はブナを中心とした落葉広葉樹の老齢林が見られる一方で、かつての里

山のような循環利用することによって、生物の多様性を保全してきた二次林もある。

これらの森林を、多面的機能の高度発揮と地域林業の持続的な発展に資することができる森林に

していくために、間伐・保育を着実に実施していくことが当面の緊急かつ重要な課題である。

その実現のためには、木質資源の生産現場、流通現場、利用現場が分断されている現状を改善し、

建築用材だけの生産でなく、未利用間伐材のエネルギー利用なども含めて多様な木質バイオマス

※1）を総合的に無駄なく利用するシステムの構築が必要である。つまり森林整備を推進するために

は、川上側の課題だけでなく、川中側、川下側の課題を解決し、経営としても持続可能な林業の再

構築を目指す必要がある。魚沼市の森林・林業の概要は以下のとおりである。

※1）木質バイオマス：バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）を表す言葉であり、石油資源を含まない「再生可能な生物由来

の有機性資源」である。これらの中で樹木に由来するバイオマスを木質バイオマスと呼ぶ。木質バイオマスには、建築用材や加工

用木材、紙パルプ、薪や炭などの現在資源として利用されているもののほか、樹木の伐採や造材の時に発生した枝葉などの林地残

材、製材工場などから発生する端材やおが屑、街路樹の剪定枝、ダムに集まる流木、住宅の解体材などのように放置あるいは廃棄

物として処理されている多くの未利用の木質バイオマスがある。
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＜魚沼市内の森林の状況や森林経営者の状況＞

※ 民有林の数値は、「令和 5年度末森林簿」による。

※ 国有林の数値は、「中越国有林の地域別の森林計画書（令和５年１月４日公表）」による。

※ 四捨五入の関係で各種項目の計は一致しない。

イ 森林資源構成表（民有林） 単位：ha

※ 数値は、「令和 5年度末森林簿」による。

※ 四捨五入の関係で各種項目の計は一致しない。

ウ 保有山林面積規模別林業経営体数（民有林）

※ 数値は、「2020 年農林業センサス農林業経営体調査結果（確定値）」による。

一方、最近では地震や集中豪雨などの気象災害が多発し、山腹の崩壊や急激な増水による河川の

氾濫などによって住宅地や農地などが大きな被害を受ける頻度が高くなってきている。

直近では、本県においても令和 5年 6月の豪雨災害により、多くの山腹崩壊や土石流、中小河川

の氾濫などが発生し、当市でも農地や林道などに被害を及ぼした。

令和 5年 6月の豪雨災害は、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いたことが最

大の原因ではあるが、一般的には、入り組んだ急峻な地形や軟弱な表層地質などの他、森林の管理

状況にも起因するといわれている。

当市は、地形や地質条件などから豪雨災害が起こりやすい地域といえるため、できる限り山腹の

森林を健全な状態で維持管理しながら、水土保全機能を高めていくことが重要である。

ア 森林現況表 単位：ha

区分 計 人工林 天然林 伐跡、草生地等

民有林

公有林

県有林
県行造林 (219) (166) (53) (0)

県有林＋県行造林 271 173 86 12

市有林
市行造林 (276) (271) (5) (0)

市有林＋市行造林 13,705 957 11,951 797

財産区有林 25 4 14 7

公有林計 14,001 1,134 12,052 815

私有林

記名共有林、会社有林、寺社有林、

生産森林有林、公団造林、公社造林、

その他有林

37,948 4,213 30,392 3,343

民有林計 51,949 5,347 42,444 4,158

国有林
計画対象森林 30,871 925 26,200 3,745

計画対象外森林 0 0 0 0

合 計 82,820 6,272 68,645 7,903

区分 1、2齢級 3、4齢級 5、6齢級 7、8齢級 9、10 齢級 11、12 齢級13、14 齢級 15 齢級以上 計

人工林 11 25 231 626 1,241 1,283 504 1,426 5,347

天然林 56 24 37 59 313 1,853 10,710 29,392 42,444

計 67 50 268 685 1,554 3,136 11,214 30,818 47,791

保有山林

面積(ha)
1～5 ５～10 10～20 20～30 30～50 50～100 100～1000 1000 以上 計

経営体数 3 3 1 2 0 0 2 3 14
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そのためには、市内に多く分布する落葉広葉樹二次林を多様性のある安定した構造をもつ森林に

誘導していくことが必要となる。これらの落葉広葉樹林の整備は、立地する林分の環境条件に合わ

せて、その誘導手法を検討し、生き物にやさしく、災害に強い森林づくりを目指すこととする。

また、それが市域全体の景観保全につながり、より自然の豊かさをアピールすることができる。

したがって、今後の課題は、人工林の持続可能な森林経営とともに、ブナなどの落葉広葉樹二次

林の間伐による整備とその過程で発生する木質資源の有効な利活用対策である。

３．森林整備の基本方針

(１)森林整備の基本的な考え方

森林の整備にあたっては、森林の有する機能を将来にわたり継続して高度に発揮させるため、前

項の「森林整備の現状と課題」及び森林所有者をはじめとする地域住民の森林整備に関する意向を

踏まえ、各地域の自然的、社会経済的な特質に配慮して、次の考え方で森林整備を行う。

また、ＳＤＧｓ※1）や 2050 年のカーボンニュートラル※2）、脱炭素社会に向けての森林・木材の

利活用を進めていく。

①持続可能な森林の育成管理と木質資源の有効活用の推進

持続的森林経営を可能にしながら、人工林の施業については、施業対象地の団地化や林道等の

路網整備、高性能林業機械の導入等による作業の効率化や安全性の向上を積極的に進めるととも

に、林業後継者の育成などを計画的に行っていく。

また、木質資源をより有効に活用するために、関連事業者間の連携を一層緊密にし、森林資源

の地産地消を促すために魚沼スギの地元 PR や製材品・木材加工品・間伐丸太・薪・炭・チップ・

おが屑・バーク堆肥など多くの木質資源を収集し展示販売できるような場の創設とシステムづ

くりを目指す。併せて、除間伐や枝打ち等適切な保育に関する啓発を積極的に行う。

市は、主伐再造林を含む森林整備を推進するため、引き続き国や県の補助制度の活用を促すと

ともに、それら制度に対する市単独の上乗せ支援策を講ずる。

②災害に強い森林や道づくり

過去に何度かの豪雨災害を受けている本地域では、地域面積の 8割を超す森林の果たす水土保

全機能の役割は極めて大きい。したがって、地域内に広く分布する森林が有する公益的機能の評

価を行いながら、森林の整備や利活用にあたって、水土保全機能を損なうことのない施業を実施

していく。

併せて、林道及び林業専用道の改良や維持管理に努める。

※1）ＳＤＧｓ：Sustainable Debelopment Goals（持続可能な開発目標）の略称であり、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」

持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標のことであり、2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられた。2030 年を達成年限とし、17 のゴール 169 のターゲットから構成

されている。

※2）カーボンニュートラル：二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から植林や森林管理などによる「吸収量」を差し引

いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する言葉であり、日本政府は 2010 年 10 月に 2050 年までにカーボンニュートラルを目

指すことを宣言した。
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③生物多様性の保全に配慮した森林整備

貴重動物の生息環境や生物の多様性を保全する機能の高い天然林の育成手法を検討するとと

もに、大量にある落葉広葉樹林は木材として有効活用し、余った木材は木質バイオマスを有効に

利用しながら、生物の多様性を維持増進し、持続可能な施業を実施していく。

④人と森林の共生に向けた取り組み

落葉広葉樹林の多い魚沼市の森林と周辺の自然環境の特性を活かして、災害に強い森づくりの

推進や森林の多様性を学ぶ環境学習やフォレストツーリズム ※1）、観光レクリエーションなどに

も高度利用が可能な森林整備を目指す地区を積極的に設けていくこととする。

以上の森づくりに関する具体的な施業方法についてはⅡの第４「ゾーニング区分別の森林の整

備に関する事項」にその考え方を示す。

(２)森林整備の推進方向

新潟県の中越地域森林計画において定められている 8つの多面的機能に基づき、下表のとおり

森林を「水土保全林（水）」、「水土保全林（土）」、「人との共生林」、「地域遺産林」、「木材生産林」

の 5つに分類し、それぞれ重視すべき機能に配慮した方法により施業を行うこととする。

＜機能及びゾーニング区分表＞

※1）フォレストツーリズム：里山などの農山村地域に滞在して体験型の旅をするのが「グリーンツーリズム」。それが農業体験へと発

展したのが「アグリツーリズム」、森林をテーマに林業体験をするのは「フォレストツーリズム」と呼ばれている。

区分 機能の種類 ゾーニング区分 推進する施業方法

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林

安心・安全な暮らしを守る

～水源涵養機能～
水土保全林(水) 伐期の延長

安心・安全な暮らしを守る

～山地災害防止／土壌保全機能～
水土保全林(土) 長伐期施業

快適な暮らしを提供する

～快適環境形成機能～

快適な暮らしを提供する

～保健・レクリエーション機能～ 人との共生林 複層林施業

地域の森林文化を継承する

～文化機能～
地域遺産林

択伐による

複層林施業すべての生きものを支える

～生物多様性保全機能～

木材の生産機能の維持

増進を図るための森林

施業を推進すべき森林

低炭素社会を実現する

～木材生産機能～
木材生産林
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4. 森林整備の合理化に関する基本方針

今後、木材として利用可能な人工林が増加するのに伴い、木材の生産（搬出）を伴う森林整備が

増えることが予想され、面的なまとまりをもった効率的な整備が望まれるが、当市においては森林

所有者の大半を５ha 未満の零細所有者が占めており、各森林所有者が個別に森林経営にあたるこ

とは現実的でない。

引き続き、木材生産が可能な森林では、団地化などによる森林経営の集約化※1）を促進すること

とする。また、現在整備を進めている林地台帳及び森林情報システムなどの地図情報は、森林経営

の集約化等の施業の効率的・効果的な実施に役立てるよう運用を図る。

※1)森林経営の集約化：特定の者が複数の森林所有者をとりまとめ、所有界を超えて面的な森林施業又は森林経営を効率的に実施する

ことを言う。
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Ⅱ 森林施業の方法に関する事項

第１ 主伐に関する事項

１．主伐に関する基本的事項

主伐については、更新※1）を伴う伐採であり、その方法については特に注意を必要とする。主伐

にあたっては、森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して行うこととし、

伐採跡地が連続しないよう配慮するとともに、可能であれば主伐再造林を推進する。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新方法を定め、その方法を勘案

して伐採を行うものとする。特に伐採後の更新を天然更新による場合には、天然稚樹の生育状況、

母樹（種子の供給源となる木）の保存及び周辺森林の種子の結実周期等に配慮し、天然下種更新※2）

又は萌芽更新※3）が確実な森林を対象として行うこととする。

さらに、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を促進することとする。

２．樹種別の標準伐期齢

主要樹種別の標準伐期齢※４）を下表のとおりとし、主伐の対象とする立木は、標準伐期齢以上を

目安として選定するものとする。

＜樹種別標準伐期齢＞

なお、標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）の時期に関する指標として定めるもので

あるが、標準伐期齢に達した時点で森林の伐採を義務付けるものではない。

３．主伐の標準的な方法

主伐の標準的な方法は以下のとおりとし、立木の伐採搬出にあたっては、新潟県の中越地域森林

計画や「主伐時における伐採・搬出指針の制定について（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157

号林野庁長官通知）」を踏まえ現地に適した方法により行う。

ア 皆伐

主伐のうち択伐以外のものをいう。皆伐は傾斜が急なところ、風害・雪害等の気象害があるとこ

ろは避け、確実に更新が図られるところで行うものとする。自然条件が劣悪なため更新の確保が困

難と予想される森林にあっては、皆伐は見合わせ、伐採方法を択伐によるものとする。

※1）更新：伐採により生じた無立木地（伐採跡地）が再び立木地になること。

※2）天然下種更新：天然に散布した種子により後継の森林を育成する方法。

※3）萌芽更新：伐採後の切り株から発生する萌芽を成長させて後継の森林を育成する方法。

※4）標準伐期齢：立木の平均成長量（ある時点での立木の材積を林齢で割った値㎥/年が最大となる林齢）を基準とし、地域の既往の

平均伐採齢及び森林構成を勘案して決定する地域の標準的な伐採の林齢。

※5）用材林広葉樹：製材用、合板用の広葉樹。

※6）その他の広葉樹：粗朶、薪炭材、パルプ用チップ原木、食用きのこ原木等の用途に供する広葉樹。

地域

標準伐期齢

スギ アカマツ カラマツ
その他の

針葉樹

用材林

広葉樹
※5）

薪炭林

広葉樹

その他の

広葉樹
※6）

魚沼市全域 45 年 40 年 40 年 60 年 70 年 20 年 20 年
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公益的機能の維持を考慮して、１箇所あたりの伐採面積の上限を 20ha 以内とする。１箇所あた

りの伐採面積が 10ha を超え、かつ他の伐採区域と隣接している場合には、伐採跡地間に少なくとも

周辺森林の成木の樹高程度の幅を保残帯として確保するよう努める。

さらに、渓流周辺や尾根筋等、気象害の防止や生物多様性の保全のため必要がある場合には、所

要の保護樹林帯を設けることとする。

伐採後の更新を天然下種更新による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹（種子の供給源となる

木）の保存及び周辺森林の種子の結実周期等に配慮し、天然下種更新が確実な森林を対象として行

うこととする。

また伐採後、萌芽更新による場合には、優良な萌芽のため４月～９月は避け、積雪前に伐採を完

了するものとする。

イ 択伐

主伐のうち伐採区域の立木の一部を伐採する方法であって、単木、帯状又は群状を単位として、

伐採区域全体ではおおむね均等な割合で伐採を行うものをいう。

択伐は、公益的機能の維持増進に特に配慮が必要な森林において行うものとする。

択伐にあたっては、下層木に十分な光が当たり、かつ森林資源を枯渇させることのないよう、１

回当たりの材積伐採率を 30％以下（伐採後の更新を植栽による場合には 40％以下）とし、適切な

繰り返し期間をおいて実施するものとする。

なお「帯状」とは伐採幅 10ｍ未満のもの、「群状」とは１スポットあたりの伐採面積 0.05ha 未満

のものを言う。

４．その他必要な事項

集材にあたっては、林地の保全等を図るため、中越地域森林計画に適合したものとするとともに、

「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（ 令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林

野庁長官通知）を踏まえ、現地に適した方法により行うものとする。

市長は、森林所有者等から提出された伐採届の内容が上記の方法に合致していない時は、その伐

採及び伐採後の造林の計画を変更するよう命ずることができる。
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第２ 造林に関する事項

１．造林に関する基本的事項

造林については、裸地状態を早期に解消することを目的に行うものであり、その方法は人工造林

又は天然更新によるものとする。

伐採後に的確な更新が図られていない伐採跡地については、それぞれの森林の状況に応じた方法

により早急な更新を図ります。また、花粉症発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木※1）

の植栽、広葉樹の導入等に努めることとします。なお、花粉の少ない苗木の選定については、成長

に優れた特定苗木※2）の増加に努めることとします。

２．人工造林に関する事項

人工造林は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や、多面的機能の発揮の必要性から植

栽を行うことが適当である森林のほか、木材生産機能の発揮が期待され将来にわたり育成単層林と

して維持する森林において行うこととする。

人工造林にあたっては、適地適木を旨とし、郷土樹種も考慮に入れて、現地の自然的条件に適合

するとともに、木材需要にも配慮した樹種、花粉の少ない苗木の選定、活着率が良いコンテナ苗の

活用や伐採と造林の一貫作業システム、低密度植栽の導入等、技術的合理性に基づいた効率的な作

業システムの導入に努めることとします。

また保安林にあっては、指定施業要件に定める本数以上とする。

植栽に用いる苗木については、スギは林業種苗法で定められた区域のものを用いることとし、そ

れ以外の樹種にあっても極力県内産のものを使用するよう努めることとする。（参考：「広葉樹の種

苗の移動に関する遺伝的ガイドライン」独立行政法人森林総合研究所 平成 23年 3月）

伐採跡地の荒廃防止と効率的な施業実施の観点から、人工造林については、伐採と造林の一貫し

た施業に努めるとともに、皆伐による場合又は植栽によらなければ適確な更新が困難な森林を主伐

する場合は伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内、択伐による場合は

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内に更新を完了するものとする。

人工造林の対象とする樹種及び植栽本数については、下表を標準とする。ここに挙げたもの以外

の樹種又は方法により植栽しようとする場合には、事前に林業普及指導員又は市の森林・林業担当

課に相談することとする。

※1）花粉の少ない苗木：花粉の少ない品種（無花粉・少花粉・低花粉・特定母樹）から採取された種子や穂木から育成された苗木。

スギ花粉発生源対策推進方針（令和 6年 4月改正）で定義された。

※2）特定苗木：農林水産大臣から指定を受けた成長や材の剛性等の特性が特に優れた「特定母樹」から採取された種子や穂木から育成

された苗木。
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＜人工造林の対象とする樹種及び植栽本数＞

＜植栽にあたっての標準的な方法＞

なお、20年生までに植栽木の樹高が最深積雪の 2.5 倍に達することが見込めない土地や、傾斜が

35 度以上の土地では、雪害の発生により人工造林が困難であることから、このような土地において

人工造林を行う場合には、事前に林業普及指導員または市の森林･林業担当課に相談することとする。

３．天然更新に関する事項

天然更新は、気候、地形、土壌等の自然的条件及び林業技術体系から見て、前生稚樹の生育状況、

母樹の存在など森林の現況、天然力の活用により適確な更新が図られることが確実な森林において

行うこととする。

天然更新にあたっては、現地の状況を継続的に観察し必要に応じて天然更新補助作業を行うこと

とする。

森林の状況に応じた天然更新補助作業の標準的な方法は次のとおりとする。

＜天然更新補助作業の標準的な方法＞

人工造林の対象樹種 標準的な植栽本数 備考

スギ 2,000～2,500 本/ha

アカマツ 2,000～2,500 本/ha

カラマツ 2,000 本/ha

ヒノキ、ヒバ 2,000～2,500 本/ha 多雪・豪雪地への植栽は避ける

キリ 200～300 本/ha

ブナ 2,500～3,000 本/ha 標高 300ｍ以上への植栽を推奨

その他の有用広葉樹 2,000～3,000 本/ha 外来種を除く

区分 標準的な方法

地拵え

等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。なお、傾斜角 30 度以上の急傾斜地及び

浮き石等の不安定地においては、等高線沿いの筋状地拵えを行い、林地の保全に努める

ものとする。

植付け
全刈地拵えの場合は正方形植えを原則とし、筋状地拵えの場合は等高線に沿って、でき

るだけ筋を通して植付けするものとする。

植 栽 秋植え（10～11 月）を標準とし、春植えの場合には早春に行うものとする。

区分 標準的な方法

地表処理
ササ等の繁茂や枝条の堆積等により、更新が阻害されている箇所は、かき起こしや枝条

整理を行い、種子の定着及び発育を図る。

刈り出し
発生した稚樹の生育が下層植生により阻害されている箇所については、稚樹の周囲を刈

り払い成長の促進を図る。

植え込み
天然下種更新及び萌芽更新の不十分な箇所については、経営目標等に適した樹種を選定

して植え込みを行う。

芽かき
萌芽更新を行った箇所において、目的樹種の発生状況により必要に応じて優良芽を１株

当たり２～３本残し、それ以外のものはかきとる。
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天然更新の対象とする樹種については、下表を標準とする。

＜新潟県における主な更新樹種＞

※ 萌芽能力については、「広葉樹施業の生態学」谷本丈夫著及び「天然更新完了基準書

作成の手引き(解説編）」林野庁作成による。

○：萌芽更新が期待できる ×：萌芽更新が期待できない 「空欄」：データなし

※ 新潟県が過去に実施した「森林資源モニタリング調査＊」にて確認された新潟県内に生育する樹種

のうち、図鑑等において高木性樹種とされる樹種を出現頻度別にまとめたもの。
＊森林資源モニタリング調査

持続可能な森林経営の推進に資する観点から、森林の状態とその変化の動向を

全国で統一した手法に基づき把握・評価する調査で、県内約 300 箇所の定点調査

地を 5年で一巡。

天然更新すべき期間は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年を経過す

る日までとし、下表の基準により更新の完了判定を行うこととする。
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＜天然更新完了基準＞

４．植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準及び所在は次のとおりとする。

ア 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準

「現況が針葉樹人工林であり、母樹となり得る高木性の広葉樹林が更新対象地の斜面上方や周

囲 100ｍ以内に存在せず、林床にも更新樹種が存在しない森林」を基本とする。

イ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在

該当なし。

５．その他必要な事項

市長は、届出書の提出をしないで伐採したものに対し、本項に示す方法による造林を命ずるこ

とができる。

区 分 内 容

更新対象地

①伐採及び伐採後の造林の届出書において天然更新を計画した伐採跡地

②森林経営計画において天然更新を計画した伐採跡地

③その他天然更新状況を判定する必要がある伐採跡地等

確認時期

更新対象地の伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 5 年を

経過する日までに現地確認による更新の完了判定を行う。

天然更新すべき期間が満了した日において、更新の完了判定を満たさなかった

場合は、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して７年を経過す

る日までに天然更新補助作業又は植栽（人工造林）の実施を指導し、再度、更新

調査等による更新の完了判定を行う。

更新樹種
将来、林冠を構成する樹種（高木性樹種）

（上記〈天然更新の対象とする樹種一覧表〉のとおり）

完了判定 周辺の植生の高さを超える更新樹種の成立本数が 3,000 本/ha（立木度３）以上
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第３ 間伐及び保育に関する事項

１．間伐及び保育に関する基本的事項

間伐及び保育については、森林の多面的機能を高めることを目的として、これまで造成されてき

た人工林及び公益的機能の発揮が高度に期待されている森林を対象に、森林を健全で活力ある状態

で維持していくために行うものとする。

間伐及び保育の実施にあたっては、森林の生物多様性の観点から、野生生物の営巣、餌場、隠れ

場として重要な空洞木や枯損木の配置に配慮し、目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を

妨げないものについては保残に努めることとする。

また、下刈作業の省力化・効率化の観点から植生の繁茂状況に応じて筋刈り・坪刈りの導入や下

刈回数の削減の検討を進める。

２．間伐の時期に達するまでの保育の標準的な方法

間伐以外の保育の標準的な方法については、下表のとおりとする。保育の実施にあたっては、森

林の植生状況、立木の成長度合い等を勘案し、適切に実施するものとする。

＜保育の標準的な方法＞

保育の

種類
樹種

実施すべき標準的な林齢及び回数

標準的な方法1

年

2

年

3

年

4

年

5

年

6

年

7

年

8

年

9

年

10

年

11

年

12

年

13

年

14

年

15

年

20

年

30

年

根踏み
主に積雪の移動が原因で起こる根抜け

による枯損を防ぐため、植栽の翌年の

融雪直後に行う。

下刈 スギ

樹高が雑草木の 1．5 倍程度になる７年

生まで実施。３年生までは年２回、そ

の後は年１回実施。年２回刈りは６月

及び８月、年１回刈りは７月に行う。

下刈りの方法は全刈り又は筋刈りによ

る。

ただし、実施林齢、時期等はその都度

調整を図る。

雪起こし スギ

自力回復の不能なスギについて樹高が

2m を超える頃から開始し 15 年生前後

まで毎年実施する。作業は融雪後早期

に行う。

つる切

裾枝払い
スギ

10 年生から 20 年生ごろに、必要により

実施する。

除伐 スギ

下刈後の 11 年生から 25 年生までの間

に、将来成木となる見込みのない不良

木、雪害及びスギの生育を阻害してい

る不要樹種を除去する。

枝打ち スギ

木材の生産目標に適合した枝打ちを、

樹木の成長の休止期に的確に実施す

る。11 年生から 30 年生までの間に実施

し、枝下高が生産目標の高さに達する

までを目標に実施するが、枝下高が樹

高の１／２を超えないように注意す

る。

（１回）

(1 回～２回/年)

(１回/年)

（適宜）

（１～３回）

（１～３回）
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３．間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

間伐とは、林冠がうっ閉※1)し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を

伐採する方法であって、伐採後概ね５年後に樹冠疎密度が 10分の８以上に回復するものをいう。

間伐にあたっては、森林資源の質的向上を図るとともに、適度な下層植生を有する適正な林分構造

が維持されるよう適切な伐採率により繰り返し行うものとする。

標準的な人工林において間伐を実施する時期及び方法は、下表のとおりとする。

４．その他間伐及び保育の基準

局所的な森林の生育状況により、上記の「標準的な方法」に従って間伐を行ったのでは十分に目

的を達することができないと見込まれる森林について、間伐又は保育の実施の基準を下記のとおり

とする。

ア 単一の樹種・林齢からなる森林の場合

間伐を実施すべき収量比数を下表のとおりとする。収量比数樹高と成立本数から「密度管理図」

を用いて調べることができる。

イ 上記以外の森林

コナラ、ブナ、ミズナラ等で構成される天然生林において間伐を実施する場合には、「治山事業

における保安林整備技術指針」（新潟県治山課）等を参考にすることとし、事前に林業普及指導員

または、市の森林・林業担当課に相談することとする。

※1)うっ閉：隣り合う立木の枝葉が触れ合って、日光が直接地面まで届かなくなるような状態になること。

※2)収量比数 Ry：ある林分において、同じ樹高・樹種の時に理論上とりうる最大の材積に対して実際の材積がいくらあるかを示す数値。

林の混み具合を表す指標となる。成立本数と樹高をもとに、林分密度管理図から読み取ることができる。

区分 実施時期 標準的な方法

初回の間伐 21 年生 本数伐採率を 20～30％程度とし、雪害木、樹幹の不整木等

から順に選定し伐採する。標準伐期齢未満 10 年に１回

標準伐期齢以上 20 年に１回

本数伐採率を 30～40％程度とし、材としての利用も視野に

入れながら伐採木を選定する。伐採木の搬出効率を考慮しつ

つ、残存木の適正配置を確保する。

対象樹種 収量比数 Ry※2) 考え方

全樹種 Ry＝0.7

収量比数が左の値を維持するように間

伐を実施する。間伐１回あたりの伐採量

（材積）は Ry 数式≦0.15 に抑える。
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（参考）【裏東北・北陸地方スギ林分密度管理図】（監修 林野庁より抜粋）

【図の見方】
１．2,000 本／ha 植栽の場合、樹高 12～13m の頃に、Ry が 0.7 を超える（このとき成
立本数 1,800 本／ha 程度）。初回の間伐を実施し、残存本数を 1,200 本／ha 程度（
Ry0.6 相当）とする。

２．樹高 18m に達した頃に再び Ry が 0.7 を超えるので、2回目の間伐を実施し、残存
本数を 700 本／ha 程度とする。

３．同様に、樹高成長にしたがって間伐実施を繰り返す。樹高成長が早ければ間伐実施
の間隔は短く、遅ければ間隔は長くなる。

５．その他必要な事項

間伐は、これまでに造営されてきた人工林を健全で活力ある状態で維持していくうえで必要不可

欠な作業であることから、市は特に人工林における間伐を促進する措置を講じることとする。
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第４ ゾーニング区分別の森林の整備に関する事項

1. 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における森林施業の方法

Ⅰの３の基本方針に従い、公益的機能別施業森林の区域を【別表１】及び【付図１】のとおり定

める。

公益的機能別施業森林においては、公益的機能の維持増進を図る観点から、下表に定める施業を

推進することとする。

＜公益的機能の維持増進を図るための施業の基準＞

２．木材の生産機能を重視する森林の区域及び当該区域内における森林整備の方法

Ⅰの３の基本方針に従い、木材の生産機能を重視する森林の区域及び当該区域内における森林

（木材生産林）の区域を【別表２】及び【付図１】のとおり定める。

また、木材生産林の区域のうち、林地生産力が高く、傾斜が比較的緩やかで、林道等や集落か

らの距離が近い森林等を「特に効率的な施業が可能な森林」として、必要に応じて定める。この

際、人工林を中心とした林分であるなど周囲の森林の状況を踏まえるとともに、災害が発生する

恐れのある森林を対象としないよう十分に留意する。

ゾーン区分 推進する施業の
名称

具体的な基準

水土保全林（水）

（水源の涵養の機能の維持
増進を図るための森林施業

を推進すべき森林）

伐期の延長

① 標準伐期齢に 10 年を加えた林齢に達しない森林

で主伐を行わないこと、かつ

② 伐採後の更新未完了の区域が連続して 20ha を超

えないこと。

水土保全林（土）

（土地に関する災害の防止
及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林）

長伐期施業

① 標準伐期齢の２倍に 0.8 を乗じた林齢に達しない

森林で主伐を行わないこと、かつ

② 伐採後の更新未完了の区域が連続して 20ha を超

えないこと。

人との共生林

（保健文化機能の維持増進
を図るための森林施業を推

進すべき森林）

複層林施業

① 標準伐期齢における立木材積の１/２以上の立木

材積が常に維持されること、かつ

② 材積伐採率が 70％以下であること。

地域遺産林

（保健文化機能の維持増進

を図るための森林施業を推
進すべき森林）

択伐による

複層林施業

以下の条件をすべて満たしていること。

① 標準伐期齢における立木材積の７/10 以上の立木

材積が常に維持される。

② 材積伐採率が 30％以下（伐採後の更新を人工造林

による場合は 40％以下）

③ 伐採前の下層木を除いた立木材積が Ry≧0.75 で

あって、伐採後の材積が Ry≦0.65 となるよう伐採す

ること。

※ ゾーン区分が重複する場合には、推進する施業も重複するものとする。ただし、次の区域が重複する場合には、

より厳しい基準の施業方法とする。

「水土保全林（水）」と「水土保全林（土）」：長伐期施業

「人との共生林」と「地域遺産林」：択伐による複層林施業
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木材生産林の区域内にあっては、多様な需要に応じた持続的・安定的な木材等の生産が可能と

なる資源構成となるよう努めることとし、その目的を達成するため優先的な路網整備や森林施業

の集約化・機械化等を通じた効率的な森林整備を推進することとする。

なお、特に効率的な施業が可能な森林の区域のうち、人工林については、原則として皆伐後に

は植栽による更新を行うこととする。

また、木材生産林が公益的機能別施業森林と重複する区域にあっては、それぞれの公益的機能

別施業森林の基準に従うものとする。

＜ゾーン区分ごとの施業方針と区域面積＞

区分 重視する機能
推進する

施業方法
主な森林の区域 面積（ha） 推進すべき施策の方向

水
土
保
全
林
（
水
）

水源かん養機能 伐期の延長

堀之内地域 4,691

51,947

樹根及び表土の保全に
留意し、樹木のおう盛な
成長や下層植生の発達を
確保するため、適切な保
育・間伐を促進する。
水土保全機能の向上に
は、若齢林を成熟段階か
ら高齢級の森林へ誘導
することが望ましい。
施業にあたっては、地
形や地質条件を勘案し
ながら、伐採にともなう
裸地化の面積を縮小し、
分散化を基本とする。

小出地域 1,350

湯之谷地域 19,263

広神地域 7,895

守門地域 9,257

入広瀬地域 9,491

水
土
保
全
林
（
土
）

山地災害防止／

土壌保全機能
長伐期施業

堀之内地域 1,659

18,092

小出地域 693

湯之谷地域 5189

広神地域 5,547

守門地域 2,650

入広瀬地域 2,354

人
と
の
共
生
林

保健・レクリエー

ション機能
複層林施業

堀之内地域 28

6,527

森林の構成を維持し、

樹種の多様性を増進す

ることを基本とし、それ

ぞれの森林が求められ

る機能やあり方に応じ、

保護及び適切な利用の

組み合わせに留意する。

小出地域 0

湯之谷地域 4,184

広神地域 287

守門地域 34

入広瀬地域 1,994

地
域
遺
産
林

文化機能

生物多様性保全

機能

択伐による

複層林施業

堀之内地域 138

18,937

すぐれた自然景観や歴

史的風致を保全する森

林景観の維持に努める。

また、多様な生物が生

育・生息できる安定した

森林生態系が形成され

る育成管理を基本とす

る。

小出地域 1,350

湯之谷地域 12,396

広神地域 1,671

守門地域 695

入広瀬地域 2,687
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区分 重視する機能
推進する

施業方法
主な森林の区域 面積（ha） 推進すべき施策の方向

木
材
生
産
林

木材等生産機能

堀之内地域 4,691

37,106

森林の健全性を確保

し、木材需要に応じた樹

種、径級の木材を生育さ

せるための適切な造林、

保育及び間伐の実施を

推進する。この場合、施

業の集団化や機械化を

通じた効率的な整備を

推進することを基本と

する。

小出地域 1,350

湯之谷地域 7,223

広神地域 7,257

守門地域 8,936

入広瀬地域 7,649
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Ⅲ 森林整備の合理化に関する事項

第１ 森林経営の集約化の促進に関する事項

１．森林経営の集約化の促進方針

森林経営の意欲が高くない森林所有者に代わって、特定の意欲と実行力ある林業事業体に森林

経営を委ねることによって効率化を図ることとする。

特に木材生産林の区域内にあっては、将来的に全域で森林経営計画が作成されるよう、市は地

域の合意形成を推進していくこことする。

当市における受委託契約の受け皿となるのは、主に２つの森林組合（魚沼市森林組合、湯之谷

地域森林組合）と１つの認定事業体（(株)戸田組）である。

また、森林経営の受委託が行われる際には、森林が面的に持続可能な状態で維持されるよう、

人工林のみならず天然林も一体として保全・管理する契約内容とすることが望ましい。

２．森林経営の促進方策

市は、森林施業または森林経営の受委託の受け皿となる林業事業体の育成に努めるとともに、

森林所有者等に対し、境界立会いの働きかけ、森林情報の提供などの普及啓発活動を行う。

また、低コストで間伐を実施するため、森林組合などの事業体が施業地を集約化し、森林所有

者に対し、間伐に必要な経費や木材販売代金などの収支を明らかにした施業プランを提示する「提

案型集約化施業」を推進する。

３．森林の施業又は経営の受委託を実施する上で留意すべきこと

長期にわたる森林施業の受委託や森林経営の受委託を行うにあたっては、下記の点に留意する

ものとする。

ア 契約期間はおおむね 10 年以上とし、相続等の権利の移転があった際には速やかに契約内

容の承継が行われるよう、その方法をあらかじめ明確にしておくこと。

イ 契約に基づき受託者が使用を認められた施設及び受託者が設置した施設につき、その維持

運営の方法をあらかじめ明確にしておくこと。

４．その他必要な事項

ア 提案型集約化施業の推進にあたっては、森林境界の明確化の促進が必要であり、それによ

って低コスト作業の推進が可能となる。したがって、森林境界の明確化作業を県等との森林

情報の共有化を図りながら積極的に推進することとする。

イ 本市の林業活動は、厳しい自然的・社会的条件のため停滞気味であり、森林所有者の林業

に対する意欲も低いものとなっている。そのため、産業としての活力を失った林業に従事す

る者は激減し高齢化が進んでいる。
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このような状況を踏まえ、市は地域の基盤産業の１つである林業に関心を集めるため、林

業の国民生活における重要性について啓発に努める。さらに、林業を再活性化するため経営

の合理化による体質改善を推進し、林業収入の増大と、林業従事者及び後継者を強化育成し

つつ、地域林業振興の要となる森林組合等の強化を推進する。

第 2 森林経営管理制度の活用に関する事項

１．制度に関する基本的な考え方

森林所有者が自ら森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営管理を実行することが

できない場合には、森林経営管理制度の活用を図り、森林所有者から経営管理権を取得した上で、

林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に経営管理実施権を設定するとと

もに、経営管理実施権の設定が困難な森林及び当該権利を設定するまでの間の森林については、森

林環境譲与税を活用しつつ、市森林経営管理事業を実施することにより、適切な森林の経営管理を

推進する。

なお、経営管理権集積計画又は経営管理実施権配分計画の作成にあたっては、本計画に定められ

た公益的機能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林等に

おける施業の方法との整合性に留意する。

２．意向調査や経営管理権の設定対象となる森林の考え方

施業履歴等から森林整備が必要な区域を定め、当該区域において、地域の実情を踏まえ、優先度

の高い地域から経営管理意向調査、森林現況調査、経営管理権集積計画の作成等を進める。

なお、境界が不明確であったり資源量調査に時間がかかる等により経営管理権集積計画の作成等

が進まない森林については、空中写真の取得・加工・航空レーザ計測等に基づく高精度の森林資源

情報の整理など、森林情報の高度化を推進することにより、取組の加速化を図る。

３．経営管理実施権設定の考え方

経営管理権を設定した森林について、林地生産力や路網整備の状況、木材の供給先の配置等から

効率的かつ安定的な経営管理が行われると考えられる森林は、積極的に経営管理実施権の対象とす

るとともに、条件不利地については、市森林経営管理事業による森林整備を進めることとする。

なお、傾斜や林地生産力の条件が比較的不利であっても周辺の森林と一体的な整備をすることが

適当な森林は、経営管理実施権の対象として取り扱うものとする。

４．市森林経営管理事業の考え方

市森林経営管理事業を実施する場合にあっては、当該事業の対象となる森林の状況等を踏まえ、

本計画に定める森林の整備に関する事項（間伐及び保育の標準的な方法や公益的機能別施業森林等

において推進すべき施業の方法等）に適合する施業を行う。

なお、当該事業の実施により、対象森林が効率的かつ安定的な経営管理が行われる森林として見

込まれると認められる場合は、経営管理実施権の対象として取り扱うものとする。
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第 3 森林施業の共同化の促進に関する事項

１．森林施業の共同化の促進方針

該当なし。

２．施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策

該当なし。

３．共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項

該当なし。

第 4 作業路網の整備に関する事項

１．作業路網の整備に関する基本的事項

作業路網の開設にあたっては、環境負荷の低減に配慮し、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり

等、地域の特性に応じて林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設することとす

る。

また、森林の利用形態や地形、地質等に応じ、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するととも

に、森林整備の優先順位に応じた整備を推進することとする。

なお、作業路網は、森林整備の集約化や高性能機械の導入と組み合わせてはじめて効果を発揮す

ることから、他の計画事項と一体的に計画することが重要であることに留意する。

２．林道及び林業専用道に関する事項

林道及び林業専用道の整備計画について以下の表に示す。また、その配置については【付図２】

に示す。

<林道>

路線名 位 置

開設・拡張

（改良・舗装）

の別

計画延長

（ｍ）

 吉水  魚沼市吉水 開設 1,500

 福山  魚沼市福山新田 開設 3,500

 フキノ沢  魚沼市大白川 開設 1,500

 立岩  魚沼市大白川 開設 1,500

 4 路線 開設 8,000

 干溝  魚沼市干溝 拡張（改良） 1,200

 高石中ノ又  魚沼市折立又新田 拡張（改良） 100

 深道  魚沼市池平 拡張（改良） 8,894

 綱ヶ沢  魚沼市三ツ又 拡張（改良） 2,788
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路線名 位 置

開設・拡張

（改良・舗装）

の別

計画延長

（ｍ）

 一之沢  魚沼市小平尾 拡張（改良） 2,880

 大宿 魚沼市高倉 拡張（改良） 5,663

 大松 魚沼市福山新田 拡張（改良） 1,600

 小沢 魚沼市大栃山 拡張（改良） 3,300

 山ノ神 魚沼市大白川 拡張（改良） 4,932

 横根 魚沼市横根 拡張（改良） 2,044

 柿の木川 魚沼市穴沢 拡張（改良） 6,056

 中之岐 魚沼市宇津野 拡張（改良） 100

 権現堂南 魚沼市米沢 拡張（改良） 100

 二分 魚沼市高倉 拡張（改良） 200

 前沢 魚沼市魚野地 拡張（改良） 500

 田沢 魚沼市根小屋 拡張（改良） 50

 曲沢 魚沼市明神 拡張（改良） 200

 虫野 魚沼市虫野 拡張（改良） 300

 末沢 魚沼市大白川 拡張（改良） 60

 長瀬沢 魚沼市大湯温泉 拡張（改良） 100

 西ノ沢 魚沼市折立又新田 拡張（改良） 100

 蛇子沢 魚沼市宇津野 拡張（改良） 100

 上滝 魚沼市松川 拡張（改良） 20

 モウチ沢 魚沼市宇津野 拡張（改良） 30

 中荒沢 魚沼市宇津野 拡張（改良） 40

 湯之谷大平 魚沼市折立又新田 拡張（改良） 20

ウケズ 魚沼市上折立 拡張（改良） 25

 27 路線 拡張（改良） 41,402

 田中沢口 魚沼市明神 拡張（舗装） 2,000

 青島杉ノ入 魚沼市青島 拡張（舗装） 1,000

 中之岐 魚沼市宇津野 拡張（舗装） 2,000

 芋川入 魚沼市湯之谷芋川 拡張（舗装） 1,100

 深道 魚沼市池平 拡張（舗装） 5,000

 綱ヶ沢 魚沼市三ツ又 拡張（舗装） 2,100

 四九ノ沢 魚沼市須川 拡張（舗装） 1,848

 権現堂北 魚沼市須川 拡張（舗装） 444

 コゴメ沢 魚沼市簑和田 拡張（舗装） 453

 狐沢 魚沼市大沢 拡張（舗装） 1,154

 10 路線 拡張（舗装） 17,099
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３．森林作業道に関する事項

林道と施業対象地を有機的に連結し、間伐・保育等の森林施業を確保するために作業道の整備を

推進するものとする。また、所有規模の小さい森林が多く、それらの森林について一体的な施業を

実施するため、地域単位で森林所有者が共同して作業道の開設・利用管理を行う等、効率的な路網

の整備に努めるものとする。

また、今後、合理的な林業経営による生産性の向上を図るためには、林道・作業道を組み合わせ

た林内路網を計画的に整備するとともに、車輌の大型化・高性能林業機械導入等に対応した適正な

幅員の確保、通行の安全等を図るための改良を促進していくことが必要である。

木材生産林の区域内にあっては、木材の搬出を伴う間伐及び多様な森林への誘導を目的とする施

業を効果的かつ効率的に実施するため、多様な事業主体による作業路網の整備を推進することとす

る。その際に目標とする路網の整備水準は中越地域森林計画の指針に従い下表のとおりとし、将来

的に人工林面積に対して下記の水準を確保できるよう、林道及び林業専用道と一体となった森林作

業道の整備を推進することとする。

なお、市内における作業システムは車両系システムを標準とするが、土砂の流出や崩壊を引き起

こす恐れがある森林については、地表の損傷を極力行わないよう架線系システムを採用することと

する。

＜作業システム別路網整備の水準＞

※ ＜＞書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における

路網密度である。

＜林業専用道＞

路線名 位 置

開設・拡張

（改良・舗装）

の別

計画延長

（ｍ）

 宮ノ越 魚沼市高倉 開設 1,500

 米沢 魚沼市米沢 開設 1,300

 栃原峠 魚沼市堀之内 開設 3,800

 3 路線 開設 6,600

作業システム別路網整備の水準（地域森林計画から抜粋）

区分 木材搬出エリア内路網密度

車両系 緩傾斜地（0°～15°） 110ｍ/ha 以上

中傾斜地（15°～30°） 85ｍ/ha 以上

急傾斜地（30°～35°） 60 <50> ｍ/ha 以上

架線系 中傾斜地（15°～30°） 25ｍ/ha 以上

急傾斜地（30°～35°） 20 <15> ｍ/ha 以上

急 傾 地（30°～ ） ５ｍ/ha 以上
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Ⅳ 森林の保護に関する事項

第１ 鳥獣害の防止に関する事項

１．鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

設定なし。

２．その他必要な事項

該当なし。

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項

１．森林病害虫等の駆除又は予防の方法等

市は保安林や公益的機能の高い森林で、保全すべきナラ林等においては、重点的な森林病害虫

対策を推進する。

ア ブナ等の病害虫被害

被害状況の把握に努め、必要に応じて関係機関と連携して対策を講ずる。

イ マツ枯れ被害

保全すべき貴重なマツについては、薬剤注入による予防を行い、枝折れや倒木などの二次

被害の危険性のある枯損木については伐倒処理を行うものとする。

ウ ナラ枯れ被害

・被害木対策

既にナラ枯れ（カシノナガキクイムシ）被害によって枯死した枯損木は、人家裏や車道、登

山道周囲などの二次被害の危険のある場所については伐倒処理を行う。

・予防対策

景勝地や公園等に分布する重要なナラ類については、幹への殺菌剤の注入によって予防する。

併せて、カシノナガキクイムシの大量発生地や、今後他地域へ集団的に移動して被害を拡大

する恐れのある地域では、必要に応じて合成フェロモンを使った「おとり木トラップ」などで

大量駆除を行う。

２．鳥獣による森林被害対策の方法（第１に掲げる事項を除く。）

県と連携して「魚沼市鳥獣被害防止計画」を基に適切な防除対策に努めることとする。

３．森林火災の予防の方法

森林火災の予防のため、防火標識等の施設を適切に設置する。また、火災・気象災害等の森林被

害に対して、的確な対策業務の推進に資するため、森林の巡視活動の推進に努める。
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４．火入れを実施する場合の留意事項

魚沼市火入れに関する条例により、適切な管理下で実施するものとする。

５．伐採を促進すべき森林の所在

なお、病害虫のまん延のため緊急に伐倒駆除する必要が生じた場合等については、ここに定める森林

以外の森林であっても、伐採を促進することにつき、市長が個別に判断するものとする。

森林の所在 伐採を促進すべき理由 備考

該当なし － －
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Ⅴ.森林の保健機能の増進に関する事項

１．保健機能森林の区域

本市における保健機能森林の区域は指定しない。

２．保健機能森林の区域内における伐採、造林、保育、その他の施業の方法に関する事項

該当なし。

３．保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項

該当なし。
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Ⅵ．その他森林の整備のために必要な事項

１．森林経営計画の作成に関する事項

(1) 森林経営計画の推進にあたり、路網の整備状況やその他地域の実情からみて造林、保育、

伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる区域を

【別表３】及び【付図３～９】のとおり定める。

(2) 森林経営計画書には、次に掲げる事項を記載する。

ア 森林経営の長期方針

① 森林の諸機能を高度に発揮しうる森林経営の基本方針

② 森林経営の目的を達成するために目標とする森林の姿

③ 長期の伐採立木材積及び造林面積並びに森林施業の持続について

イ 森林の現状に関する事項

対象森林について、小班ごとに、所在地、機能類型区分、人天別、樹種、樹高、林相、林

齢、面積、立木材積等を記載。

ウ 伐採計画及び造林計画等に関する事項

① 伐採計画及び造林計画（５年間の各年度ごと）

② 保育計画

③ 集約化施業の実施状況

④ 作業路網その他の施設の設置に関すること

エ 森林の保護に関する事項

①森林の保護の方針

②天然林の保全方針

また、森林経営計画の作成にあたっては、本計画に定められた事項に従って適切に計画す

るものとする。

２．森林整備を通じた地域振興に関する事項

森林を整備するための除間伐や刈り出し等によって発生する用材以外の森林資源を、自然エネル

ギーなどに活用することで、エネルギーの一部の地産地消と経済の地域内循環が可能となる。今後

は用材の生産だけでなく、森林資源の総合的な利用を通して、森林の整備を一層推進していく。

また、市は森林資源を活用する仕組みづくり等の地域振興に資する取組を積極的に支援する。

３．森林の総合利用推進に関する事項

・里山におけるグリーンツーリズムやエコツーリズムと連携した体験交流活動において、特用林産

物の自然栽培等を推進し、里山の環境と資源を有効に利活用する。

・観光や教育、医療分野など他産業との連携による森林の利活用を推進する。

・市は、これらの活動を推進する組織や事業体と山林所有者の連携に関する支援を行う。
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４．住民参加による森林整備の推進に関する事項

市内で行われている緑の少年団、地域住民や森林ボランティア団体等が行う森林づくり活動や登

山道の維持管理活動等、様々な森林に関する活動が円滑に行われるよう、市が必要に応じて支援や

助言を行い、活動が活性化するよう努めるものとする。

５．森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

計画期間内における市森林経営管理事業計画について以下の表に示す。

区域 作業種 面積 備考

池平 保育間伐 7.14 ha
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別表１ 公益的機能別施業森林の区域

区分 重視する機能 地域 森林の区域（林班-小班-施業班） 面積(ha)

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林

水源涵養機能

( 水 土 保 全

(水))

伐期の延長

標準伐期齢+10

堀之内地域 1～45

51,947

小出地域 1～27

湯之谷地域 1～239

広神地域 1～143

守門地域 1～159

入広瀬地域 1～115

山地災害防止/

土壌保全機能

( 水 土 保 全

(土))

長伐期

標準伐期齢×2

堀之内地域
2、7～8、12、14～15、18、24、29～31、34、36、

38～39、43、45

18,092

小出地域 3～5、7、9、11～12、15～16、18、22～25

湯之谷地域
33、39、45、60、95～101、103～108、112～119、

124～130、132～139、143～144、146、149、152～169

広神地域

1～3、5～6、8、11～13、15、17～24、26～29、

31～33、36～38、43～47、49、54～57、62～63、

65～69、71～75、77、79、81、88～99、101～103

105～106、108～109、111、113～120、122～124

127、129～134、137～141、143

守門地域

17、19～24、26～28、31、34～36、45、53、64、72、

76～78、112、118、120～123、125～127、129～131

134～135、148～149、151、154、156～158

入広瀬地域
1～3、5～13、15～16、18、20、24～25、27、30、

49～50、58～60、112～115

快適環境形成

機能

保健・レクリエ

ーション機能

(人との共生

林)

複 A:

複層林施業

堀之内地域

3-14～3-16、34-8-45～53、34-10-1～11、34-10-21～32、

34-10-43～44、34-11-1～19、34-12-1～3、34-17-1～5、

34-18-40～67、34-18-75～79、34-18-92～107

6,527

小出地域 該当なし

湯之谷地域

82-1～3、82-8、83-5、84-1～4、87、88-1、88-3～11、

89、90-1～3、90-5、90-7、91-1～3、91-5、92-4～5、

102-2、120、121-1、122-2～6、123-1、147～155、

170～175、196～209、216～218

広神地域
3-1-9、4-1-2、4-2-2、4-3、61-9、62-1～5、63、64、

69-1･5･6

守門地域

17-5-1-3、17-5-1-5～8、17-8-1-1、17-8-2-5、70-1、

70-2、70-4～5、100-1-1、101-1、133-11-41～52、

136-4-2、136-5-2、136-6-2、136-7-3

入広瀬地域

2-1～3-5、33-3、34-2-5、34-3-4～10･13･19･20･27、

39-1-3･11･71・73～78、39-2～39-4、71-1～75-1、75-3

～75-6、76-5、80-1～94-6、97-1～97-6
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別表１ 公益的機能別施業森林の区域

別表２ 木材生産林の区域

区分 重視する機能 地域 森林の区域（林班-小班-施業班） 面積(ha)

公
益
的
機
能
別
施
業
森
林

文化機能

生物多様性保

全機能

（地域遺産林）

複 B:

択伐による複

層林施業

堀之内地域 2

18,937

小出地域 該当なし

湯之谷地域
33、39、45、60、95～101、103～108、112～119、

123～173、176～182、186～227、232～235

広神地域
55～56、65～67、90～91、93～94、96、115～120、122、

127、129～134

守門地域 39～40、91～95、105～106、111、113～114

入広瀬地域 51、71～97、111

区分 重視する機能 地域 森林の区域（林班） 面積(ha)

木
材
等
生
産
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
森
林

木材等生産機能

（木材生産林）

堀之内地域 1～45

37,106

小出地域 1～27

湯之谷地域
1～93、111、120～122、152、174～175、184～185、

229～239

広神地域 1～64、68～95、101～143

守門地域 1～86、92～159

入広瀬地域 1～43、47～50、55～86、92～98、103、110～115

うち特に効率的

な施業が可能な

森林

なし
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別表３ 森林経営計画(区域計画)に対応した区域

区 域 名 林 班 区域面積(ha)

堀之内① １～５ 664

堀之内② ６～９ 368

堀之内③ １０～２３ 1,664

堀之内④ ２４～２６ 282

堀之内⑤ ２７～３４ 849

堀之内⑥ ３５～４５ 863

小出① １～７ 282

小出② ８～２７ 1,068

湯之谷① １～１３ 662

湯之谷② １４～２３、３１～３４ 767

湯之谷③ ２４～３０ 328

湯之谷④ ３５～３８、７４～８４ 801

湯之谷⑤ ４０～５２ 712

湯之谷⑥ ３９、５３～７３ 1,359

湯之谷⑦ ８５～１０２ 1,147

湯之谷⑧ １０３～１３０ 1,950

湯之谷⑨ １３１～１３９ 821

湯之谷⑩ １４０～１６３ 2,140

湯之谷⑪ １６４～２０３ 4,663

湯之谷⑫ ２０４～２２３ 2,290

湯之谷⑬ ２２４～２３９ 1,624

広神① １～２２、２４ 1,028

広神② ２３、２５～５３ 1,428

広神③ ５４～６７ 874

広神④ ６８～７６ 566

広神⑤ ７７～９０ 619

広神⑥ ９１～１１８ 1,767

広神⑦ １１９～１４３ 1,613

守門① １～２０、１５９ 1,294

守門② ２１～４８ 2,098

守門③ ４９～５８ 500

守門④ ５９～６９ 653

守門⑤ ７０～８５ 756

守門⑥ ８６～１２２ 2,116

守門⑦ １２３～１３０ 403

守門⑧ １３１～１４３ 771

守門⑨ １４４～１５８ 668

入広瀬① １～８ 449

入広瀬② ９～２１ 903

入広瀬③ ２２～６１ 4,254

入広瀬④ ６２～１１５ 3,885
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【参考資料１】有識者名

有識者名 所 属

星野 正昭
森林整備委員会

自然環境団体

星 定
森林整備委員会

湯之谷地域森林組合

星 利正
森林整備委員会

干溝生産森林組合

櫻井 吉美
森林整備委員会

須川生産森林組合

森山喜久男
森林整備委員会

地域運営組織

星野 隆一
森林整備委員会

自然環境団体

下村 亨
森林整備委員会

会社役員

平井 正尚
森林整備委員会

魚沼市森林組合

星 みはる
森林整備委員会

会社役員

浅井 守雄
森林整備委員会

大白川生産森林組合

佐藤 勉
森林整備委員会

会社役員

紙谷 智彦
森林整備委員会

新潟大学名誉教授

本間 大介
新潟県南魚沼地域振興局農林振興部

林業振興課 課長
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【参考資料２】計画書作成のプロセス

【参考資料３】計画書変更のプロセス

時 期 内 容 関係団体（関係者）

令和４年 11月 説明会出席 新潟県治山課

令和５年１月 計画の事前協議 新潟県治山課

令和５年１月 計画の諮問 魚沼市森林整備委員会

令和５年２月～３月 計画の公告縦覧

令和５年３月 計画の協議 新潟県

令和５年３月 計画の公表

時 期 内 容 関係団体（関係者）

令和６年 11 月 説明会出席 新潟県治山課

令和７年１月 計画の諮問 魚沼市森林整備委員会

令和７年１月 計画の事前協議 新潟県治山課

令和７年２月～３月 計画の公告縦覧

令和７年３月 計画の協議 新潟県

令和７年３月 計画の公表


